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令和６年度
山梨県建設工事
総合評価実施要領等の
一部改定について
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（赤字部分は改定部分）

総合評価実施要領等改定新旧対照表

これまで、総合評価落札方式の改定にあたっては、工事の品質を確保しつつ、発注
者及び入札参加者双方の事務の軽減が図られるよう進めてきた。

令和６年度は、建設業の時間外労働上限規制の適用が開始されることから、業界
における働き方改革の更なる促進のため、「特別簡易型」の適用範囲拡大を図るこ
ととする。

① 総合評価の適用タイプ選定方法の見直し

・

・
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企業

評価点

工事成績 4

3

2

1

0

配置予定技術者

評価点

工事成績 3

2

1

0

企業

評価点

工事成績 4

3

2

1

0

配置予定技術者

評価点

工事成績 4

3

2

1

0

現行

評価項目 評価基準

８０点以上（算出対象工事が複数件）

当該業種での過去
※

の工事成績評定点の
平均点

８０点以上（算出対象工事が１件のみ）

７７点以上８０点未満

７２点以上７７点未満

７２点未満又は成績実績なし

評価項目

７２点未満又は成績実績なし

評価基準

８０点以上

当該業種での過去
※

の工事成績評定点の
平均点

７５点以上８０点未満

７０点以上７５点未満

７０点未満又は成績実績なし

８２点以上

当該業種での過去
※

の工事成績評定点の
平均点

８０点以上８２点未満

７８点以上８０点未満

７２点以上７８点未満

評価項目 評価基準

８２点以上

当該業種での過去※

の工事成績評定点の
平均点

８０点以上８２点未満

７８点以上８０点未満

７２点以上７８点未満

７２点未満又は成績実績なし

改定

・82点の評価区分を設定することにより、評価点における分布の偏りを解消し、企業及び配置予定技術
　者の技術力を的確に評価する。

評価項目 評価基準

※ 過去２ヶ年度に完成または当該年度において公告日の前々月末までに完成した工事

※ 過去２ヶ年度に完成または当該年度において公告日の前々月末までに完成した工事

※ 過去２ヶ年度に完成または当該年度において公告日の前々月末までに完成した工事

※ 過去２ヶ年度に完成または当該年度において公告日の前々月末までに完成した工事
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（赤字部分は改定部分）

総合評価実施要領等改定新旧対照表

工事成績評定の平均点が上昇する中、今般の総合評価適用タイプ選定方法の見
直しにより「特別簡易型」の工事が増加するため、工事成績が極めて重要となること
から、評価点における分布の偏りを解消し、企業及び配置予定技術者の技術力を
より的確にとらえ評価するため、評価区分のしきい値を見直す。

② 「工事成績（企業・配置予定技術者）」の評価基準の見直し

・
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（赤字部分は改定部分）

総合評価実施要領等改定新旧対照表

公共工事における建設業の働き方改革の一環として取り組んできた「週休2日制適
用工事」の取組みが、令和６年4月からの建設業の時間外労働上限規制の適用に

伴い、発注時における完全実施に移行することから、受注者希望型の工事に適用し
てきた週休2日制宣誓企業への評価は、解消する。

③ 週休2日制の標準化に伴う評価の解消

・
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（赤字部分は改定部分）

総合評価実施要領等改定新旧対照表

継続教育（CPD）の各種研修等の開催がコロナ感染拡大前の状態に戻ったことから、
証明対象期間の暫定措置を解除する。

④ 「継続教育（CPD）の取組状況」の暫定措置の解除

・

・評価内容
　　暫定措置の解除
　　継続教育（CPD）の証明対象期間をコロナ禍前の「過去１年以内」に戻す。

・対象工事（業務）、評価基準、評価点の変更はなし

改定

・評価内容
　　継続教育（CPD）の証明対象期間について、新型コロナウィルス感染症の影響によ
　る講習会の中止状況等に鑑み、「過去２年以内」に延長する暫定措置を行っている。

・対象工事（業務）
　全部局が発注する特別簡易型（Ⅰ）以外の全ての工事
（県土整備部が発注する簡易型・特別簡易型の建設コンサルタント業務）

・評価点　１点

現行


